
仕様書５ 

 

 

自家用電気工作物保安管理業務仕様書（八幡図書館） 

 

 

１ 対象設備 

  八幡図書館受変電設備（２５０ＫＶＡ） 遠隔監視装置付 

 

２ 業務の内容 

 ① 北九州市電気工作物保安規定に定める自家用電気工作物の点検及び試験の基準に基づく

保守点検を実施すること。 

 ② 電気事故発生時においては、応急措置の指導を行うとともに、事故原因の探求及び再発

防止について必要な指示・助言を行うこと。 

 ③ 市が立入検査等を実施するときは、立会すること。また、九州電力（株）から主任技術

者の立会を求められたときも同様とする。 

 

３ 保守点検の実施回数及び時期等 

 ① 月次点検 

   毎月１回、主として運転中の電気工作物を点検すること。 

 ② 年次点検 

   年１回、主として運転中の電気工作物を停止して点検すること。 

 ③ 臨時点検 

   異常が発生した場合における原因究明等のため、必要に応じて点検を行うこと。 

 ④ 工事中の点検 

   電気工作物の設置又は変更工事の工事期間のうち、１ヶ月を限度として週１回、工事中

の点検を行うこと。 

 

４ その他 

  保安規定に定める連絡責任者又は代表者を、保守点検等に立会させるものとする。 

  

 


